
平成25年度情報公開条例による公文書の公開状況と
個人情報保護条例の運用状況のお知らせ

◎情報公開条例
　『登別市情報公開条例』は、
公文書の公開を求める市民の
権利を明らかにするとともに、
市政に対する市民の理解と信
頼を深め、市民参加による開
かれた市政を一層推進し、公
正で民主的な市政の発展に役
立てることを目的に制定され、
平成10年10月 1 日から施行さ
れました。
　また、平成18年 9 月29日に
条例の全部が改正され、同日
から施行されています。

◎個人情報保護条例
　『登別市個人情報保護条例』
は、個人情報の開示などを請
求する市民の権利を保障する
とともに、個人の権利利益の
保護と公正で民主的な市政の
推進を図り、基本的人権の擁
護に役立てることを目的に制
定され、平成10年10月 1 日か
ら施行されました。
　また、平成18年 9 月29日に
一部改正され、同日から施行
されています。

　市は、情報公開条例による公文書の公開のほか、市政に関する情報の提供、個人情報の保護に関する相
談を受け付けていますので、お気軽に問い合わせください。
問い合わせ　総務グループ（☎85１１３０）

○情報公開条例の運用状況
•情報公開条例に基づく公文書の公開請求・申し出など
実施機関の名称 公開の請求

・申し出件数
公開の請求・申し出の内訳

公開の請求件数 公開の申し出件数
市長部局 9件 9件 0件
消防長 3件 3件 0件
合計 12件 12件 0 件

※ 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会への公開請求など
はありませんでした。
•請求・申し出に対する決定などの内容別件数
請求の内容 公　　開 一部公開 非 公 開 取り下げ 不存在など
公開の請求 5件 6件 １件 0件 0件
公開の申し出 0件 0件 0件 0件 0件

合計 5件 6件 １件 0件 0件

○個人情報保護条例の運用状況
•個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求など
実施機関の
名称

個人情報の
請求件数

個人情報の請求の内訳
開示請求
件数

訂正請求
件数

取扱削除
請求件数

取扱中止
請求件数

市長部局 １件 １件 0件 0件 0件
※ 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長、議会への公開
請求などはありませんでした。
•請求に対する決定などの内訳別件数

請求の内容
開示、訂正、
取り扱い削除
または中止

請求の一部
に応じない

請求の全部
に応じない 不存在など

開示請求 １件 0件 0件 0件
訂正請求 0件 0件 0件 0件

取扱削除請求 0件 0件 0件 0件
取扱中止請求 0件 0件 0件 0件

合計 １件 0件 0件 0件
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分譲済み 分譲地③

分譲地②

分譲地①

コープ
さっぽろ

至幌別

至白老

至登別温泉

至ＪＲ登別駅

婦人センター

登別マリンパーク
ニクス国道

36
号

市有地への進出企業を募集します
問い合わせ　契約・管財グループ（☎85１１８４）

分譲地
番号 主な所在地

概略面積
備考

平方㍍ 坪
1 登別東町 3丁目10番 4 の内 4,750 1,440

第 2 種
住居地域2 登別東町 3丁目10番 4 の内 5,400 1,630

3 登別東町 3丁目10番 4 の内 3,600 1,090

募集期間（第 2回）
7月 7日㈪～ 8月 8日㈮

詳しくは、問い合わせいただ
くか市ホームページをご覧く
ださい。

　

市
は
、
登
別
東
町
3
丁
目
で
分

譲
す
る
予
定
の
市
有
地
に
、
業
務

施
設
用
地
（
営
業
所
や
商
業
施
設

な
ど
）
と
し
て
進
出
す
る
企
業
な

ど
を
募
集
し
ま
す
。

　

分
譲
地
は
国
道
36
号
に
近
接
し
、

道
道
洞
爺
湖
登
別
線
沿
い
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
道
央
自
動
車
道
登

別
東
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
車

で
約
3
分
の
、
物
流
の
利
便
性
に

優
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
。

　

近
年
で
は
登
別
温
泉
の
知
名
度

か
ら
海
外
観
光
客
も
多
く
、
観
光

客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
商
業
施

設
の
立
地
に
最
適
で
す
。

　

な
お
、
ソ
ー
ラ
ー
発
電
施
設
な

ど
、
工
作
物
施
設
の
建
設
は
で
き

ま
せ
ん
。

※ 

免
除
制
度
、
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
承

認
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。

※ 

平
成
26
年
4
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

に
つ
い
て
、
過
去
2
年
１
カ
月
分
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
、
申
請
免
除
・
若
年
者
納
付

猶
予
の
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

申
請
先

年
金
・
長
寿
医
療
グ
ル
ー
プ
、
各
支
所

問
い
合
わ
せ

年
金
・
長
寿
医
療
グ
ル
ー
プ

 

（
☎
85
2
1
3
7
）

◇
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

20
歳
〜
29
歳
の
方
で
、
同
居
し
て
い
る
世

帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
と
配
偶

者
の
所
得
要
件
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。

　

納
付
猶
予
承
認
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

免
除
申
請
の
手
続
き
に
必
要
な
書
類
と
同
じ

◇
免
除
制
度

◎
全
額
免
除
制
度

　

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、
保
険
料
の
全
額
（
月
額
１
万
5
千
250

円
）
を
免
除
し
ま
す
。

※ 

申
請
者
本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
・
世
帯
主
の
方
も
所
得
基
準
の

範
囲
内
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※ 

全
額
免
除
の
期
間
は
、
全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
年
金
額

が
2
分
の
１
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◎
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度

　

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、
保
険
料
の
一
部
を
免
除
し
ま
す
。

※
一
部
納
付
は
3
種
類
あ
り
ま
す
。

•
4
分
の
１
納
付
（
保
険
料
額
3
千
810
円
・
年
金
額
は
8
分
の
5
）

•
2
分
の
１
納
付
（
保
険
料
額
7
千
630
円
・
年
金
額
は
4
分
の
3
）

• 

4
分
の
3
納
付
（
保
険
料
額
１
万
１
千
440
円
・
年
金
額
は
8
分

の
7
）

※ 

一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度
は
、
保
険
料
の
一
部
を
納
付
す

る
こ
と
で
、
残
り
の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。
一
部

保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
の
一
部
免
除

が
無
効
（
未
納
と
同
じ
）
と
な
り
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の

額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
障
が
い
や
死
亡
な
ど
不
慮
の

事
態
が
生
じ
た
と
き
、
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

　

年
金
手
帳
ま
た
は
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、
失
業
の
場
合
は
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
の
写
し
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

※ 

転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
所
得
証
明

書
、
源
泉
徴
収
票
の
写
し
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
を

免
除
・
猶
予
す
る
制
度
で
す
。
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、
障
が
い
や
死
亡
な
ど
不
慮
の
事

態
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
『
免
除
制
度
』
『
若
年
者
猶
予
制
度
』

国
民
年
金
保
険
料
『
免
除
制
度
』
『
若
年
者
猶
予
制
度
』
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